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公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＤＣＭ松本寿店

　　　松本市寿中一丁目1633番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ＤＣＭ株式会社

　　　東京都品川区南大井六丁目22番７号

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗の名称

　　（変更前）ケーヨーデイツー松本寿店

　　（変更後）ＤＣＭ松本寿店

　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 實川　浩司 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

４　変更した年月日

　　令和６年９月１日

５　届出年月日

　　令和６年12月12日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は松本地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年２月６日から令和７年６月５日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は松本地域振興局商工観光課　

産業立地・ＩＴ振興課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　
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産業立地・ＩＴ振興課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　飯山ショッピングタウン

　　　飯山市大字静間字町尻1388番地２号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ＤＣＭ株式会社

　　　東京都品川区南大井六丁目22番７号

　　株式会社スワロースキー

　　　飯山市大字静間1382番地１号

　　ＩＴＸコミュニケーションズ株式会社

　　　神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号

３　変更した事項

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＤＣＭ穂高店

　　　安曇野市穂高2357番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ＤＣＭ株式会社

　　　東京都品川区南大井六丁目22番７号

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗の名称

　　（変更前）ケーヨーデイツー穂高店

　　（変更後）ＤＣＭ穂高店

　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 實川　浩司 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

４　変更した年月日

　　令和６年９月１日

５　届出年月日

　　令和６年12月12日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は松本地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年２月６日から令和７年６月５日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は松本地域振興局商工観光課　
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産業立地・ＩＴ振興課

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 實川　浩司 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

株式会社スワロースキー 丸山　哲 飯山市大字静間1382番地１号

ＩＴＸコミュニケーションズ株式
会社

高田　泰司 神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号

株式会社デリシア 萩原　清 松本市大字今井7155番地28号

　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

株式会社スワロースキー 丸山　哲 飯山市大字静間1382番地１号

ＩＴＸコミュニケーションズ株式
会社

高田　泰司 神奈川県横浜市西区南幸一丁目１番１号

株式会社デリシア 萩原　清 松本市大字今井7155番地28号

４　変更した年月日

　　令和６年９月１日

５　届出年月日

　　令和６年12月12日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は北信地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年２月６日から令和７年６月５日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は北信地域振興局商工観光課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＤＣＭ駒ヶ根店

　　　駒ヶ根市南田18番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ＤＣＭ株式会社

　　　東京都品川区南大井六丁目22番７号

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗の名称

　　（変更前）ケーヨーデイツー駒ヶ根店

　　（変更後）ＤＣＭ駒ヶ根店

　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
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公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＤＣＭ飯田上郷店

　　　飯田市上郷黒田1186番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ＤＣＭ株式会社

　　　東京都品川区南大井六丁目22番７号

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗の名称

　　（変更前）ケーヨーデイツー飯田上郷店

　　（変更後）ＤＣＭ飯田上郷店

　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 實川　浩司 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

４　変更した年月日

　　令和６年９月１日

５　届出年月日

　　令和６年12月17日

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 實川　浩司 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

４　変更した年月日

　　令和６年９月１日

５　届出年月日

　　令和６年12月17日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は上伊那地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年２月６日から令和７年６月５日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は上伊那地域振興局商工観光課　

産業立地・ＩＴ振興課
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６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は南信州地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年２月６日から令和７年６月５日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は南信州地域振興局商工観光課

産業立地・ＩＴ振興課

公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　ＤＣＭ軽井沢店

　　　北佐久郡軽井沢町大字長倉字北裏1704番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　ＤＣＭ株式会社

　　　東京都品川区南大井六丁目22番７号

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗の名称

　　（変更前）ケーヨーデイツー軽井沢店

　　（変更後）ＤＣＭ軽井沢店

　(2)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

株式会社ケーヨー 實川　浩司 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番１号

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

ＤＣＭ株式会社 石黒　靖規 東京都品川区南大井六丁目22番７号

４　変更した年月日

　　令和６年９月１日

５　届出年月日

　　令和６年12月18日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は佐久地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和７年２月６日から令和７年６月５日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業立地・ＩＴ振興課又は佐久地域振興局商工観光課

産業立地・ＩＴ振興課
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公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第34条の２第１項の規定により同法第29条第１項の許可があったものとみなされた

次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年２月６日

	 長野県大町建設事務所長　竹　内　浩　平　

１　協議済書番号

　　令和５年10月５日　５大建第31－１号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　大町市常盤字上橋5869－23 の内（第３－２工区）

３　開発許可があったものとみなされた者の住所及び氏名

　　長野市大字南長野字幅下692－２

　　　長野県知事　阿　部　守　一

都市・まちづくり課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和７年２月６日

	 長野県長野建設事務所長　坂　口　一　俊

１　許可番号

　　令和６年５月23日　長野県長野建設事務所指令６長建第44－１号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　千曲市大字中字前久保426－１、520－７、519－１、518、510－１、510－２

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　埼玉県上尾市今泉３－10－11

　　　株式会社アイダ設計　代表取締役　會　田　貞　光

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第16条第１項の規定により令和７年２月９日に開催を予定していた松本都市計画区

域区分の変更案に係る公聴会については、中止します。

　　令和７年２月６日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　中止の理由

　　公述の申出がなかったため。

都市・まちづくり課

都市・まちづくり課
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公告

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の 38第６項の規定により、長野県知事から、令和６年３月７日付けで包括外

部監査人弓場法氏から提出のあった令和５年度包括外部監査の結果に関する報告に基づき、次のとおり措置を講じた旨通知

がありましたので、同項の規定により、これを公表します。

　　令和７年２月６日

	 長野県監査委員　増　田　隆　志

	 同　　　　青　木　孝　子

	 同　　　　柄　澤　千恵子

	 同　　　　依　田　明　善

１　監査の対象となった事件名

　　「長野県に人を呼び込む諸施策」に係る財務事務の執行

２　措置の内容等

項　目 区分
記　載
ページ

監査の結果等（要旨） 措置等の内容

	【補助金における消

費税相当額返還の取

扱いについて】

補助対象経費に消費

税相当額を含めない

取扱いについて

意見 59 　今回監査対象とした事業に係る補助金から

任意に 11件を抽出し、対象部局にアンケー

トを配付し、回答を依頼した。

　令和４年度に係るアンケート結果より、企

画振興部、産業労働部、観光部では、補助対

象経費に消費税相当額を含まないことを要綱

で定めている、あるいは、明文化していなく

ても運用で同様の取扱いをしているとの回答

があった。このような場合には、免税事業者

や課税売上割合が低い事業者は、自己負担が

重くなるので留意が必要である。

　補助対象事業者には丁寧に説明を行い、申

請主義を盾に、事情を知らない事業者から申

請がないため消費税相当額を交付しなかった

というようなことがないように努める必要が

ある。

　企画振興部においては、ご意見を踏

まえ、補助対象事業者には、丁寧な説

明を実施してまいります。

　産業労働部においては、消費税を補

助対象経費に含めるか否かの取扱いに

ついて、各補助金等の補助対象者や補

助内容等の実情を踏まえて決定してい

ます。

　消費税を補助対象経費に含めない取

扱いの補助事業において、実際に免税

事業者や課税売上割合が低い事業者に

不公平が生じる場合は、個別に対応を

検討してまいります。

　観光スポーツ部においては、補助対

象経費に消費税相当を含まない補助金

について、ご意見を踏まえ、補助対象

事業者に丁寧に説明を行ってまいりま

す。

	【補助金における消

費税相当額返還の取

扱いについて】※１

消費税の取扱いを明

文化しておらず、返

還義務の有無を確認

していない点につい

て

意見 59 　教育委員会事務局では、文化財総合対策事

業補助金について、補助金に係る消費税相当

額の返還について明文化していないと回答し

ている。

　文化庁の文化財補助金会計要項のうち、「文

化財保存事業費関係補助金交付要綱」には、

消費税相当額の返還が明記されていることか

ら、県が要綱等で明文化しない理由はないと

考えられる。また、明文化されたルールがな

いことから、令和４年度の補助対象事業者か

ら返還を受けるべき消費税相当額があるのか

どうかも定かでない。

　今後、教育委員会事務局関係の補助金に係

る消費税相当額の返還については、要綱等に

明示する必要がある。

　当該補助事業については、令和６年

度要綱から消費税等の取扱いに関して

明示しました。

	【補助金における消

費税相当額返還の取

扱いについて】※１

免税事業者等からの

仕入に係る消費税相

当額の返還義務につ

いて

意見 60 　令和５年度に係るアンケート結果より、令

和５年10月１日からインボイス制度が導入さ

れたことに伴う激変緩和措置として、制度導

入後６年間は、適格請求書発行事業者登録を

していない免税事業者等からの仕入れについ

ても、仕入税額相当額の一定割合（令和８年

９月末までは 80％、その後令和11年９月末

までは 50％）を仕入税額とみなして控除で

きる経過措置が設けられている。

　この経過措置に対応する消費税相当額につ

いても、補助金の返還義務があるかアンケー

トで確認したところ、企画振興部松本空港課

のみが返還義務があると回答した。企画振興

部交通政策課や教育委員会事務局、観光部は

　企画振興部においては、ご意見を踏

まえ、補助金要綱に消費税の返還義務

に関する定め等を検討してまいりま

す。

　本事案に該当する補助事業者が適切

に手続きできるよう対応してまいりま

す。　

　県民文化部においては、当該補助事

業について、令和６年度要綱から消費

税等の取扱いに関して明示しました。

　なお、免税事業者等からの仕入れに

係る経過措置については、「監査の意

見」のとおり、返還義務があると整理

しました。
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返還義務について検討していなかった。

　これまで返還義務について定めていない部

局においては、要綱等に定めておく必要があ

る。

　本事案に該当する補助事業者が適切

に手続きができるよう対応してまいり

ます。

　観光スポーツ部においては、補助金

について、ご意見を踏まえ、補助金要

綱に消費税の返還義務に関する定め等

を検討してまいります。

	【補助金における消

費税相当額返還の取

扱いについて】※１

２割特例を適用した

場合の消費税相当額

の返還について

意見 60 　補助対象事業者が、いわゆる「２割特例」

を適用する事業者である場合に、補助金に含

まれる消費税相当額の返還について検討して

おく必要がある。

　今回のアンケート結果では、企画振興部交

通政策課や教育委員会事務局は、この特例の

取扱いについて検討していなかった。返還義

務は発生しないものの、制度の変更に応じて

対応方針を事前に検討しておく必要はあった

ものと考える。

　企画振興部においては、ご意見を踏

まえ、制度の変更に応じて対応方針を

事前に検討するよう取り組んでまいり

ます。

　県民文化部においては、いわゆる「２

割特例」を適用した場合の消費税相当

額の返還について、「監査の意見」の

とおり、簡易課税の場合と同様に返還

義務はないものと整理しました。

　今後は制度の変更に応じて対応方針

を事前に検討するよう取り組んでまい

ります。

	【補助金における消

費税相当額返還の取

扱いについて】※１

補助金に係る消費税

相当額の返還事務に

ついて

意見 61 　補助金に係る消費税相当額の返還事務につ

いては、インボイス制度導入に伴う経過措置

もあり、より複雑になっている。

　制度が仮に改善されるとしても、それには

時間がかかると推測される。そうであれば、

県としては、その間、補助金に係る消費税相

当額が正しく返還されるような対応が必要と

なる。

　今後、補助金交付に関わるすべての部局

で、補助金交付時の消費税相当額の返還に関

して、職員向けの手続書の整備や、補助事業

者向けの説明資料の作成等を行い、公金を原

資とする補助金に係る消費税相当額の返還漏

れが生じないような制度の整備が必要である

と考える。

　企画振興部においては、補助金にお

ける消費税の取り扱いについて、令和

６年３月19日付５財第112号財政課長

通知「補助金等における消費税等仕入

税額控除の取扱いについて（依頼）」

に基づき必要な対応をしてまいりま

す。

　県民文化部においては、当該補助事

業について、引き続き令和６年３月19

日付５財第112号財政課長通知「補助

金等における消費税等仕入税額控除の

取扱いについて（依頼）」に基づき必

要な対応をしてまいります。

　産業労働部においては、補助金交付

時の消費税相当額の返還に関して、令

和６年３月19日付５財第112号財政課

長通知「補助金等における消費税等仕

入税額控除の取扱いについて（依頼）」

により対応しています。

　観光スポーツ部においては、補助金

における消費税の取扱いについて、令

和６年３月19日付５財第112号財政課

長通知「補助金等における消費税等仕

入税額控除の取扱いについて（依頼）」

により対応しています。

	【予算関連業務】

予算関連業務の課題

について

意見 69 　各現場の予算関連業務に関して、単に一部

門に留まらず、横断的な課題があると考える。

予算関連業務に関する課題は次のとおりであ

る。

　ア．「事業」集計をめぐる課題

　イ．「区分経理」手作業集計の課題

　ウ	．「事業」には集計されない予算がある

こと

　予算関連業務の課題に対する提言は次のと

おりである

　ア．「事業」定義を明確にし「計画」「予算」

　　	「決算」「事業点検」間で１種類に統一

する

　イ．「計画」システムを導入し、当初「予算」

　　	の”要望書”を「事業」の原始データと

してデータベース化する

　ウ	．予算議案から「事業」の展開ができる

ようにする

　エ．「会計」システムの「事業コード」は「予

　予算集計と会計システムの連携及び

事業コード体系の整理と集計システム

の構築については、システム改修等が

行われる際にシステム所管部局へ検討

を要望してまいります。
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　　算」システムで確定した「事業」「細事業」

　　「細細事業」コードに連携する　　

　オ．「事業点検」と「計画」「予算」「決算」

　　	データが整合していることが容易に確認

できるようにする

　カ	．補正予算分や「配当」「再配当」前後

の予算と実績も「事業」別に対応表示で

きるようにする

　キ	．事業ごとの「区分経理」業務を削減す

る

　ク．担当部署を明確にする

　ケ	．ホームページに計画・予算・決算・事

業評価照会システムを導入する　

	【観光部全般的事

項】

内閣府提出公益目的

支出計画実施報告書

との不一致について

結果

（指摘）

85 　令和４年度分として、観光機構が内閣府に

提出した「公益目的支出計画実施報告書」は、

社員総会に提出された「公益目的支出計画実

施報告書」と公益目的財産残額が不一致で

あった。

　観光機構は、過年度に遡って調査を行い、

差異を修正する必要がある。

　観光機構において過去に遡って調査

を行ったところ、過年度決算数値に誤

りがありました。これを受け、観光機

構において修正の税務申告を行うとと

もに、令和６年６月に行われた同機構

の理事会・社員総会において過年度決

算書及び公益目的支出計画実施報告書

の訂正を行いました。県及び機構にお

いて再発防止策を策定し、機構にお

いては当該理事会・社員総会におい

て、県においては長野県議会６月定例

会の観光委員会において報告を行いま

した。今後はこのようなことがないよ

う機構のガバナンス体制の強化、県の

チェック体制の強化を図ってまいりま

す。

	【観光部全般的事

項】

令和４年度の公益目

的支出計画実施報告

書の記載について

結果

（指摘）

86 　観光機構の作成する計算書類等のうち、正

味財産増減計算書内訳表は、「実施事業等会

計」と、それ以外の事業収支を記載する「そ

の他会計」及び法人管理業務の収支を記載す

る「法人会計」の３つに区分されている。

　これら３つの区分、あるいはそれらのうち

２つの区分に関連して発生する費用について

は、適正な基準で配賦しなければならない。

　観光機構は、移行認可の際に採用した配賦

基準について、その後見直しを行っていない。

このことにより、平成28年６月以降軽井沢町

への特定寄付分2.5％が過大に「実施事業等

会計」に配賦され、また、令和４年度は「そ

の他会計」に集計すべき租税公課が過大に「実

施等事業」に配賦されている。この結果、令

和４年度末現在の公益目的財産残額は正確で

はない。

　観光機構は、公益目的支出計画認可時の計

画内容と現状の事業内容に差異がないかを確

認し、公益目的支出計画の見直しの要否を検

討する必要がある。

　観光機構において、令和５年度の途

中から新たに導入した勤務管理システ

ムを活用し、令和６年度の公益目的支

出計画実施報告書では実態に即した配

賦基準に見直してまいります。

	【観光部全般的事

項】

実績報告の吟味に基

づく負担金額の確定

について

結果

（指摘）

87 　県は、観光振興を地域経済の活性化に結び

つけるために、観光機構に多くの事業に係る

費用相当額を、一括して負担金として交付し

ている。

　16事業について、県負担経費の金額（予算

額）と、観光機構が県に提出している実績報

告書に記載されている実績（支出）額を比較

すると、３つの事業以外は予算と実績報告書

における支出額が一致している。

　予算に実績を一致させるような報告書を

もって、県の負担金額を確定することには問

題がある。実績額の根拠が明らかとはいえな

いからである。

　令和５年度の精算からは新たに導入

した勤務管理システムによる労働従事

割合を基に共通経費の配賦を事業別に

行うよう改めました。これにより観光

機構は、より実態に即した実績報告書

の作成・提出をし、県は同報告書を受

け内容を確認し、負担金の金額を確定

いたしました。
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　今後、観光機構は実績額の根拠を明らかに

して県に報告を行う必要があり、また、県は

観光機構からの実績報告の内容を十分吟味

し、観光機構への負担金の金額確定を行う必

要がある。

	【観光部全般的事

項】

事業費用の会計数値

との不一致について

結果

（指摘）

89 　観光機構の県からの負担金に係る事業の実

施に要する費用は、実質的に全額県が負担し

ているため、本来、観光機構の会計数値（正

味財産増減計算書）における受取県負担金並

びに事業費、及び実績報告書における支出額

は一致することとなる。

　しかしながら、実績報告書における支出額

は、正味財産増減計算書内訳表における「実

施事業等会計」の事業区分ごとの事業費とは

一致していない。

　観光機構は、正味財産増減計算書内訳表の

決算額に基づき実績報告書を作成するか、も

しくは、配賦による差異が合理的であること

を説明できるよう対応する必要がある。

　観光機構において、令和５年度の途

中から新たに導入した勤務管理システ

ムを活用し、実績報告書の費用内訳を

実態に即したものとすることにより、

正味財産増減計算書内訳表との差異が

合理的に説明できるようにしました。

	【観光部全般的事

項】

過大な負担額につい

て

結果

（指摘）

90 　観光機構の県からの負担金に係る事業の実

施に要する費用は、実質的に全額県が負担し

ている。ここで、県から交付される負担金以

外に他の主体から負担金が交付されている事

業が存在している。

　県以外の他の主体からの受取負担金が計上

される事業については利益が計上される可能

性があるが、本来事業費を負担する趣旨の負

担金で利益が計上されることとなり妥当では

ない。

　今後、県は、協定の記載を変更し、県以外

からの負担金がある場合には、事業費から当

該負担金相当額を控除して支給することとす

るなど、過大な負担とならないよう対応する

必要がある。

　令和４年度決算以前にも他団体から

の負担金が交付された事業があり、県

としても承知し負担金を決めておりま

す。ご指摘を受け、令和５年度の精算

から実績報告書の費用内訳を実態に即

したものとしております。これにより

適切な費用計上をしており、今後も県

負担金事業に係る県以外の他主体から

の負担金については適切に確認を行

い、過大な負担金にならないように対

応をしてまいります。

	【観光部全般的事

項】

負担金により一括で

支出することの問題

点について

意見 91 　他の都道府県の自治体ＤＭＯの正味財産増

減計算書等を見ても、多額の負担金を支出し

ている県は確認できず、補助金として処理し

ている例が多い。

　仕様書で詳細な設定が可能な事業は委託事

業とし、裁量の幅を持たせるべき事業は、複

数事業をまとめて現状の実質的な事業及び費

目間流用に可能性を持たせた柔軟な補助金と

することなど、現状の負担金については、あ

り方の検討が必要と考える。

　なお、現状でも、実質的に委託と判断され

る場合には、法人税法上は収益事業に、消費

税法上は課税売上となり、観光機構の納税額

に影響がでる可能性があるため、県と観光機

構はその点にも留意が必要である。

　現行の制度は過去の検討の結果、「Ｄ

ＭＯ連携事業負担金」として整理をし

ているものでございますが、ご意見を

踏まえ、今後あり方について検討をし

てまいります。

	【観光部全般的事

項】

観光機構における事

業別原価計算につい

て

意見 94 　観光機構は、事業ごとの計数管理を行える

よう、たとえば工数管理の仕組みを整備する

などし、適切な事業別原価計算ができるよう

な体制を構築することが求められる。そのう

えで、県への予算要求や事業ごとの実績報告

を原価計算に基づき行うことで説明責任を果

たしていく必要がある。

　一方、県は、観光機構に係る事業の予算化

の際には、事業内容に基づく積算内容等を吟

味し、所要金額について実質的な審査を行う

必要がある。また、観光機構から提出される

実績報告については、予算書との突合だけで

なく、実績数値の集計の妥当性についても確

認する必要がある。

　観光機構において、令和５年度の精

算からは新たに導入した勤務管理シス

テムによる労働従事割合を基に共通経

費の配賦を事業別に行うよう改めまし

た。これにより事業ごとの計数管理が

できるようになりました。

　また、令和７年度の予算要求に当

たっては機構から令和５年度の実績を

踏まえた、経費内訳を提示されている

ところです。

　県では予算査定及び負担金の報告書

の審査の過程において、事業効果も含

めた実績数値の妥当性について確認し

てまいります。
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	【観光部全般的事

項】

観光機構の正味財産

増減計算書内訳表に

おける配賦基準の合

理性について

意見 94 　観光機構においては、事業別原価計算制度

を構築する際には、関連費用の配賦をどのよ

うに行うかの検討も重要である。

　適正な会計処理表示、並びに公益目的支出

計画の適切な履行の観点及び業績管理の観点

からも、適切な配賦基準に基づき設定した費

目別の配賦率を適用する必要がある。

　観光機構において、令和５年度の精

算及び令和７年度予算からは新たに導

入した勤務管理システムによる労働従

事割合を基に共通経費の配賦を事業別

に行うよう改めました。

	【観光部全般的事

項】

退職給付引当金の計

上額の見直しについ

て

意見 95 　観光機構の令和４年度末の貸借対照表に計

上されている退職給付引当金は 49,099千円

であるが、従来の退職金規程による期末退職

金要支給額は 48,971千円である。

　令和４年度末の退職給付引当金は、既に確

定している退職金支給額の見直し前の金額で

ある 48,971千円を計上する必要がある。

　観光機構において、ご意見を踏まえ、

適切に退職金引当金を計上してまいり

ます。

	【観光部全般的事

項】

退職給付引当金の会

計方針の記載につい

て

意見 95 　観光機構の退職給付引当金の計算方法は、

中小企業退職金共済からの給付額を控除して

計算することになっており、つぎのように会

計方針を記載する必要がある。

　「職員の退職給付に備えるため、期末退職

給付の要支給額に相当する金額から、中小企

業退職金共済の給付予定額を控除した金額を

計上しております。」

　観光機構において、ご意見を踏まえ、

令和５年度決算書類の財務諸表に対す

る注記１項４に記載し、６月に開催し

た理事会・社員総会において承認を得

ております。

	【観光部全般的事

項】

令和４年度の貸借対

照表について

意見 96 　観光機構の令和４年度の社員総会承認済

の貸借対照表と税務申告用の貸借対照表に

ついて、流動資産が 40,000千円、流動負債

が 19,950千円、正味財産は 59,951千円の差

異がある。また、正味財産増減計算書は、一

般正味財産期首残高が 59,951千円不一致と

なっている。観光機構は、過年度に遡って原

因を調査の上、いずれかの計算書類を修正す

る必要がある。

　観光機構において、過去に遡って調

査を行ったところ、過年度決算数値に

誤りがありました。これを受け、観光

機構において修正の税務申告を行うと

ともに、令和６年６月に行われた同機

構の理事会・社員総会において過年度

決算書の訂正を行いました。

	【観光地域づくり推

進事業】

補助金の申請内容の

適正な審査について

結果

（指摘）

99 　補助事業が終了し、観光機構が実績報告書

を提出した際に、県は補助事業に従事した職

員であっても常勤職員の人件費や管理費は補

助対象として認めず、補助金額を 6,050千円

から 252千円へと減額している。

　補助金の交付要綱では、経常的な経費は対

象外とされており、人件費については経常経

費との切り分けが困難であったため減額と

なったとのことである。補助金の交付決定後

の減額については補助事業実施主体者である

観光機構に与える影響も大きい。

　補助事業実施主体の人件費等を適切に措置

できる仕組みを検討すべきであった。

　補助金の交付に当たっては、実施主

体と交付者で認識に齟齬が無いように

要綱の記載内容を確認し丁寧な説明を

実施してまいります。

	【観光地域づくり推

進事業】

専務理事への県職員

ＯＢの登用及び人件

費負担金について

意見 99 　観光機構の専務理事には、以前に観光部に

所属していた県職員のＯＢが就任しており、

当該県職員ＯＢに支払う理事報酬について

は、県が観光機構に対し負担金として支払っ

ていた。その後、ＯＢが専務理事を退任し、

県は負担金の支出を取りやめている。

　県職員ＯＢが専務理事であれば人件費を負

担し、プロパー職員や外部人材であれば人件

費を負担しないとすることは県の方針に矛盾

するともいえ、今後留意が必要である。

　県において、ご意見を踏まえ、県職

員ＯＢの登用及び人件費負担について

はより適切に取り扱ってまいります。

【観光地域づくり推

進事業】

専門人材の配置に係

る負担金について

意見 100 　専門人材の配置事業は、県のＤＭＯである

観光機構の人的リソースを負担金として支出

する事業であり、専門人材の人件費につき県

が負担金を支出している。

　対象となる専門人材は本来的には一事業の

みではなく、各事業の実施のために配置され

る人員である。専門人材の配置に係る負担金

として一括計上するのではなく、該当する各

　令和６年度当初予算から、事業ごと

に専門人材の人工を積み上げて計上を

しているところです。
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事業予算に配分される必要がある。

　また、各事業予算とその成果を対比して事

業の効率性を測定する際にも、専門人材の人

件費は各事業で適切に集計される必要があ

る。

	【観光地域づくり推

進事業】

信州の観光地魅力向

上実践事業補助金の

想定事例の作成につ

いて

意見 100 　信州の観光地魅力向上実践事業補助金は、

観光事業者等が所定の事業を行うにあたり必

要とする事業費の一部と、補助金の事務に要

する事務費を県が観光機構に交付するもので

ある。

　観光機構は 22団体の想定事例を作成し

55,000千円の補助金額を申請したが、実際に

は 13団体22,233千円の応募に留まっている。

　観光機構の想定事例の内容はあくまでも観

光機構の想定であり、募集後、申請すること

になる観光事業者等に対する補助金交付の適

否や補助金額の適正性を判断する上で必須と

は言い難い。また、想定事例の作成は観光機

構に対し過度な事務負担となるもので、補助

金の申請にあたり不要であったとも考えられ

る。

　補助金に係る事務の効率化のため、補助金

の申請資料については、その目的と必要性、

効果を十分に検討したうえで決定する必要が

ある。

　県において、ご意見を踏まえ、補助

金に係る事務の効率化のため、補助金

の申請資料は、目的と必要性・効果を

十分に検討し、精査するよう努めてま

いります。

	【観光地域づくり推

進事業】

観光機構を通じて実

施する補助事業に対

する事務費の補助方

針の統一について

意見 101 　観光機構で発生する県の補助事業に関する

経費を県がどこまで負担するかは、県の観光

機構に向けた補助金交付要綱に定められてい

るが、事業によって大きく異なっている。

　観光機構が実施する補助事業について、観

光機構が負担する事務費のうちどの部分を負

担するかについては、県と観光機構の双方が

納得できる統一的な方針を持ち、県民に説明

できるように整理しておく必要がある。

　県において、今後同様の補助金を創

設する場合は、補助金の使途を明確に

し、確認書類を入手する制度を検討し

てまいります。

	【山岳遭難防止対策

事業】

遭難防止対策事業の

成果指標について

意見 108 　県は、山岳遭難防止対策事業の成果指標と

して、遭難による死傷者の人数を用いてい

る。しかしながら、遭難者の増減要因は登山

者の人数に比例するもので、登山者のうち遭

難する者の割合を把握することは困難である

こと、救助活動等は警察本部の管轄であるた

め、遭難者が登山届を提出していたのかどう

か等の県の事業との関係を知りうる立場にな

いことなどから、死傷者数を県の事業の成果

と関連付ける根拠は乏しい。

　安全対策や普及啓発活動など、県の努力に

連動する活動やその結果を成果指標にするこ

とが望ましい。

　遭難者の傾向を踏まえ、令和６年度

の成果指標には「単独登山による遭難

件数の割合」に改める対応を行ってお

ります。ご意見を踏まえ、今後もより

適切な成果指標について検討してまい

ります。

	【安全登山普及推進

事業】

登山計画書の義務化

と安全意識の普及・

徹底ついての登山者

への更なる周知につ

いて

意見 111 　県は、山岳遭難防止対策協議会と協力し、

登山口の登山ポストを維持管理し、登山計画

書やアンケートの回収に努めている。印刷さ

れた登山計画書の配置が効率的でない登山口

にも、県の登山計画書の電子申請窓口のＱＲ

化や義務化の周知等のＰＲなど、今後もより

多くの登山者からのアンケートの回収に努

め、登山者の安全登山に対する意識の啓発に

努めていくことが望ましい。

　登山安全条例に基づき、主要な登山

口において、案内看板に登山計画書の

届出義務化の周知とともに二次元コー

ドを掲示し、オンラインによる届出の

促進に努めているところです。今後も

登山計画書の届出促進とアンケートの

効果的な実施を図り、安全登山の啓発

に努めてまいります。

	【安全登山普及推進

事業】

登山計画書回収事務

費補助金の性質と事

業の実施主体につい

て

意見 111 　登山計画書回収事務費補助金は、各地区の

山岳遭難防止対策協会が登山ポストに投函さ

れた登山計画書を回収して県に提出するため

の通信費、交通費や人件費などの経費に充当

される。

　登山計画書の回収は、県と各地区の山岳遭

　登山計画書の回収については県と県

山岳遭難防止対策協会、地区山岳遭難

防止対策協会で協定を結んだ上で役割

分担を整理し、補助金としています。

ご意見を踏まえ、負担金として支出す

ることについて関係機関と検討してま
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難防止対策協会との役割及び責任を明確した

うえでの共同事業として実施されるものであ

り、山岳遭難防止対策協会自らの単独事業で

はないため、県が協定に基づき負担すべきも

のとして、負担金に該当すると考える。登山

計画書回収事務費補助金の取扱いを再検討す

る必要がある。

いります。

	【観光業就業促進・

生産性向上対策事

業】

人材確保に向けての

アンケート結果の

フィードバックにつ

いて

意見 116 　観光関連団体及び観光関連事業者へのアン

ケートが実施されており、ＦＡＸ他文書又は

ヒアリングで一定数の回答を入手している

が、当該アンケート調査結果を取りまとめる

ための文書化が実施されていなかった。

　アンケート結果から県の観光産業としての

人材確保等の課題抽出がなされ、現状認識が

共有されるとともに、今後取り組むべき政策、

事業を策定する際の有益な情報を提供するも

のとして、事業結果の総括が文書化されるな

ど適切なフィードバックが望まれる。

　県がアンケートを実施する場合には、結果

を取りまとめて文書化し、必要に応じて公表

する必要がある。

　ご意見を踏まえ、結果を取りまと

め、業界団体へ共有するなどのフィー

ドバックを行いました。

	【観光業就業促進・

生産性向上対策事

業】

アクションプランの

実行について

意見 116 　県は、部門横断的に長野県就業促進・働き

方改革戦略会議を実施しており、分野別のア

クションプランを策定している。

　新型コロナウイルス感染症の５類移行もあ

り、一時的に悪化していた需要が急回復した

ため多方面で供給が追い付かない状況が続い

ている。とりわけ、観光業においては、イン

バウンド消費の拡大が顕著となるなか、企業

の人手不足感が増加している。

　アクションプランにおいて、受け皿となる

宿泊業等の就業促進及び外国人材の活用のた

めの施策が急務であり、対応を進めていく必

要がある。

　観光業への就業促進を図るため、宿

泊業や交通など観光に関連する業種を

複数体験するインターンシップや、宿

泊施設の求人や業務改善のため伴走支

援を行うモデル事業、外国人材の受入・

定着等をテーマとした観光事業者向け

セミナーの実施の取組を進めておりま

す。今後も、観光事業者の人手不足対

策に向け、必要な施策を検討、実施し

てまいります。

	【観光誘客促進事

業】

長野県観光マップの

有効活用について

意見 123 　長野県観光マップについては、作成部数の

縮小を踏まえ、さらに環境対策等も鑑み、デ

ジタル・Ｗｅｂ媒体でのマップ等を公開する

ことも意義あるものと考える。

　長野県観光マップがより有効に活用される

よう努めていくことが望ましい。

　観光マップは、各部局主催イベント

での配布や県民から紙媒体での配布を

希望する声も多く、仮に見直しをした

としても一定数の印刷は必要となるほ

か、地図画像の二次利用許可やホーム

ページへ掲載する際の画像ファイルの

解像度担保など、解決すべき課題があ

るため順次検討・対応してまいります。

　今後とも観光マップが有効に活用さ

れるよう努めてまいります。

	【しあわせ信州観光

キャンペーン事業】

観光機構内の予算稟

議と県予算要求との

不整合について

意見 125 　本事業は、関西地区からの県内を周遊する

旅行商品に対して助成することで、県内長期

滞在プランの商品造成を促し送客につなげる

事業である。

　観光機構は、負担金の対象となる経費とし

て予算150万円（30万円／社×5件）を県へ申

請しているが、観光機構内部の予算稟議では

90万円（30万円／社×3件）としており、県

への申請額が過大となっている。

　同事業内の他の事業及び費目への流用が認

められているため実質的な影響は大きくはな

いが、各事業において予算策定段階での精緻

な積算に基づき県に負担金の申請を行い、予

算と実績との乖離を適切に把握する仕組みが

必要である。

　本件につきましては、県と機構で話

し合いの結果変更となったものであり

ますが、ご意見を踏まえ、今後同種の

補助事業を実施する際は、より密に連

携し、事業内容を検討してまいります。

	【スノーリゾート等

満喫事業】

営業期間と補助対象

意見 132 　スノーリゾート受入環境整備事業支援事業

補助金は、県内索道事業者が行う利用客の利

便性向上や生産性向上、人手不足対策を目的

　ご意見を踏まえ、今後同種の補助事

業を実施する際は、事業期間の十分な

確保等、補助対象者にとって活用しや
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期間との整合性につ

いて

としたＤＸ推進やインバウンド対応等の機材

購入や予約システム構築費用等を支援するも

のである。

　当該補助金の補助対象期間は 11月中旬か

ら３月末までと、スノーリゾートの営業期間

と同じであり、環境整備のために、営業を一

時的に中止することは現実的ではなく、通常

の営業に支障のない範囲内での環境整備に留

まらざるを得ない。

　スノーリゾートの整備に対する補助など季

節性の高く、営業できる期間が限られている

産業に対する補助は、通常の営業に支障のな

い適切な内容と適切なタイミングで実施する

必要がある。

すいよう留意してまいります。

	【スノーリゾート等

満喫事業】

雪を確保するための

持続可能な支援体制

について

意見 133 　スノーリゾートには、気候変動による雪不

足のため、営業開始時期の遅れや、滑走可能

日数の減少などのリスクがある。また、雪不

足や悪天候等により、スノーリゾートで行わ

れる大会などが中止となる事例も見受けられ

る。

　このような状況が今後も生じる可能性を考

慮した上でスノーリゾートの持続を図るので

あれば、県をはじめとする外部からの一定の

支援は今後も必要と思われる。

今後も、スノーリゾートに対して持続可能な

支援に努めていくことが望まれる。

　雪不足や施設の老朽化等厳しい経営

環境にあるスノーリゾートは、本県の

重要な観光資源であることから、令和

５年度に有識者等からなる懇談会を開

催し、「今後のスキー場振興に関する

方針」を取りまとめました。同方針に

基づき、スキー場の経済波及効果の分

析支援や、アドバイザーの派遣等を実

施する他、国の補助事業の拡充に係る

要望等を行っております。今後も、持

続可能なスノーリゾートの実現に向

け、必要な施策を検討、実施してまい

ります。

	【体験型修学旅行誘

致促進事業】

補助金が適切に使用

されていることを確

認する手続の不備に

ついて

結果

（指摘）

138 体験型修学旅行等誘致促進事業補助金につい

て、申請・交付決定に関する各種資料を閲覧

したところ、学校または団体自らが申請した

事例は数件に留まっており、ほとんどが旅行

会社による申請であった。

　旅行会社による補助金の申請のうち任意の

50件について、旅行会社から提出を受けた実

績報告書と、旅行会社が学校等に宛てた旅行

代金の明細書、精算書、請求書等を閲覧した

ところ、49件は修学旅行等の旅行代金や合宿

の催行費用から県の補助金が控除されている

ことを示す記載がなく、県の補助金がどのよ

うに利用されているのかを確認できない状況

であった。

　旅行会社に対して補助金を交付する場合

は、当該補助金はどのように使用され、補助

目的が達成されたかどうかを確認する必要が

ある。そのことが確認できる書類を入手して

おく必要がある。

　今後同種の補助制度を実施する場合

には、補助目的が達成されたかどうか

を確認できる書類を添付するよう要綱

に記載する等対応を行ってまいりま

す。

	【体験型修学旅行誘

致促進事業】

補助対象ごとの補助

金額及び件数の把握

について

意見 139 　体験型修学旅行等誘致促進事業補助金交付

要綱では、補助対象者を、学校から依頼を受

けて長野県内の体験型修学旅行等を手配する

旅行会社とし、学校や団体が自ら手配あるい

は催行する場合は当該学校や団体を補助対象

者としている。県は、令和４年度に 584件の

補助を行っているが、旅行会社に対する補助

と学校や団体に対する補助がそれぞれ何件あ

るのか、その内訳を把握していない。補助金

の利用状況を把握し、その効果を測定するた

めにも、補助対象者の状況を把握しておく必

要がある。

　今後同種の補助制度を実施する場合

には、補助金の利用状況及び効果測定

を確認できるよう事業を設計する等対

応を行ってまいります。

	【インバウンド需要

緊急回復対策事業】

実際の補助事業者か

らのエビデンスの徴

収について

意見 143 　「１）新規ツアー造成に対する支援」につ

いて、令和４年度に観光機構は、タイにある

旅行代理店３者への助成を実施しており、観

光機構は、助成金の公募やその後の手続を現

地のコーディネータに委託している。

　今後助成金の支払いについてはコー

ディネータを介さず、直接支給する形

で実施するよう仕様書に記載する等対

応を行ってまいります。

　なお、令和４年度分については、コー
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　現地旅行会社への助成金の支払について

は、観光機構からコーディネータへ支払い、

コーディネータから旅行会社へ再送金される

運用となっているが、コーディネータから現

地旅行会社への送金が適切になされたかにつ

いて確認できていない。

　本事業は新たな事業であり、その仕組みや

運用の有効性、効率性等についてモニタリン

グする必要性はより高いと考える。現地旅行

会社が助成金を受領していることを確認でき

る仕組み・運用とする必要がある。

ディネータから現地旅行会社への送金

が適切になされていたことを確認いた

しました。

	【県営体育施設管理

運営事業費】

長野県立武道館使用

料の算定方法の見直

しについて

意見 150 　長野県立武道館の指定管理者の令和４年度

の収支報告書においては、利用料収入が予算

の 29,917千円に届かず、収入合計の 13.8%

に留まっている。

　新型コロナウイルス感染症の行動制限の解

除や、イベント等の実施により、令和４年度

の利用者数、利用料金収入は共に令和３年度

よりも増加しているが、施設の運営に必要な

コストを賄えているとはいえない。

　受益者負担の観点と、発生するコスト、コ

ロナ禍後の利用料収入の動向を注視し、状況

に応じて見直しを検討する必要がある。

　負担割合の設定にあたっては、『受

益者負担の適正化』の観点と併せ、県

として、武道その他スポーツの振興と

いう『武道館の設置目的の推進』の観

点が必要と考えております。

　ご意見も踏まえ、上記２つの観点か

ら今後計画的に検討を進めてまいりま

す。

	【県営体育施設管理

運営事業費】

ネーミングライツ制

度の検討について

意見 151 　県は、所有する施設などの名称に、社名や

商品名などの愛称をつけることができるネー

ミングライツ制度を導入している。

　長野県立武道館においても、施設の魅力を

高め、また、新たな財源の確保を行うために

も、ネーミングライツ制度の導入を視野にい

れる必要がある。

　開館から約５年が経ち、コロナ禍後

の規制緩和による武道大会・大型イベ

ント等の増加に伴い、より一層の施設

の認知が進むと考えております。認知

状況を踏まえ、ネーミングライツ制度

導入の可能性について検討してまいり

ます。

	【地域間幹線バス路

線確保維持事業】

補助対象路線の補助

理由の開示について

意見 156 　令和４年度の系統別確保補助金の実績は７

事業者29系統で、この 29系統は県ホームペー

ジで開示されている。しかしながら、維持計

画、系統別計画とも開示されておらず、地域

住民の生活のために確保・維持が必要と認め

た経緯を把握することは困難となっている。

　当初から赤字が見込まれているバス路線を

国・県が補助を行ってまで運行する目的・必

要性を広く開示する必要性は高いと考える。

系統確保補助金の補助対象路線の補助理由を

ホームページに記載するなどして広く開示す

ることが望ましい。

　他県の掲載状況なども参考にしなが

ら、議論の経過や補助理由など、県民

に分かりやすい情報開示に努めてまい

ります。

	【地域間幹線バス路

線確保維持事業】

現在の補助制度につ

いて

意見 156 　系統確保補助金は、補助対象路線の見込み

の経常費用と見込みの経常収益の差額である

運行欠損費（赤字分）を補助するものである。

あくまでも赤字の補てんであり、補助対象路

線が利益を生み出すことまでは想定していな

い。

　利益の確保が想定されない事業を民間企業

が担わざるを得ない状況については、現在の

補助制度は十分なものではないことに留意し

ておく必要がある。

　国に対しては、制度の見直しや十分

な予算の確保を例年要請しているとこ

ろです。

	【地域間幹線バス路

線確保維持事業】

人員不足の状況につ

いて

意見 156 　令和６年４月から労働規制が強化される、

いわゆる「2024年問題」は乗合バス事業者も

対象であり、バス運転手の人手不足に拍車を

かけるともいわれている。

　状況の改善に向けて県、市町村、乗合バス

事業者等は、それぞれの役割を早急に明確化

する必要がある。地域公共交通を維持させて

いくうえで、バス運転手の人手不足の解消は

大きなテーマと考える。状況の改善に向けて

積極的に対応を図っていく必要がある。

　令和５年度から、求職者向けのマッ

チングイベントの開催、地域就労支援

センターへの「運輸業界」相談窓口の

設置等の取組を行っております。

　また、令和６年度からは他都道府県

から移住してバスドライバーに就業す

る者に対し、移住経費を支援しており

ます。

　今後も引き続き、あらゆる機会をと

らえて、人手不足の解消に取り組んで

まいります。
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	【公共交通乗換案内

サイト構築事業】

信州ナビに蓄積され

たデータの取扱いに

ついて

意見 161 　地域連携ＩＣカードの導入は令和７年春を

予定している。地域連携ＩＣカードは信州ナ

ビの機能をすべて代替するものではなく、地

域連携ＩＣカード導入後も信州ナビのサービ

スを続けることに特段の問題はないと考え

る。信州ナビと地域連携ＩＣカードでデータ

の入手方法が複数あることも不効率とはいえ

ないが、このことについては、それぞれのデー

タをどのように活用するか方針を明確にして

おくことが前提となる。地域連携ＩＣカード

の導入を踏まえて、信州ナビのデータの取扱

いを明確化する必要がある。

　地域連携ＩＣカードの導入により、

利用データ（どの停留所から乗車し、

どの停留所で降車したか等）の取得が

容易になります。信州ナビにはこの

ようなデータは蓄積されていないた

め、地域連携ＩＣカードの導入を通じ、

データを活用した施策の立案、実施に

ついて研究してまいります。

	【みんなのタクシー

利活用促進事業】

タクシー乗務員の状

況について

意見 163 　タクシー乗務員について長野県は、60歳以

上の割合が高く、40代の割合が低い。女性乗

務員の割合は全国合計よりも高いが、60歳以

上の女性乗務員の割合が全国合計より高い。

　バス運転手と同様にタクシー乗務員につい

ても人材不足の状況がうかがえる。

　タクシー事業支助金は一定の成果をあげて

いると考えるが、人手不足の抜本的な解消に

ついては、問題の所在を明確にして、その解

決方法を検討するなど、より深い考察が必要

である。

　「長野県タクシー供給不足対策連絡

調整会議」（令和６年５月）を開催し、

国・市町村やタクシー事業者等と課題

や国の制度改正等について情報共有及

び意見交換を行いました。

　今後も関係者と連携を図りながら、

人手不足の解消に向け取り組んでまい

ります。

	【みんなのタクシー

利活用促進事業】

UD タクシーの普及

状況について

意見 165 　長野県のタクシーの総車両数は 2,321台で

47都道府県中22番目、UD タクシー車両数は

130台で 24番目、UD タクシー車両数の総車両

数に占める割合は 5.6％で 31番目となってい

る。

　47都道府県の中ではタクシーの総車両数に

占める UD タクシー車両数の割合が比較的に

低い状況となっている。UD タクシーの導入

が進むよう、今後も対応を図っていく必要が

ある。

　県では、長野県タクシー協会を通じ

て UD タクシーの導入支援を行ってお

ります。今年度は補助対象に認定レベ

ル準１級の車両を追加いたしました。

　引き続き、UD タクシーの導入拡大

に向けて支援を実施してまいります。

	【多角連携型モビリ

ティ・ネットワーク

形成事業】

多角連携型モビリ

ティ・アドバイザー

の派遣について

意見 167 　多角連携型モビリティ・ネットワーク形成

事業は、地域交通の最適化・充実等に対して、

複合的な観点から助言等を行うサポート人材

を県が委嘱または招聘し、課題を抱える市町

村等へ派遣するものである。

　地域公共交通ネットワークをどう維持する

かが課題とされているなかで外部専門家の知

見を得る意義は高いと考えるが、執行率が低

い状況が続いている。

　市町村等にとって最新の情報・情勢に接し

ておくことは重要と考える。事業の有効性を

高めるよう、事業の意義をより積極的にア

ピールしていくことが望ましい。

　市町村等において地域交通の最適化

は喫緊の課題となっており、令和６年

度は５地区へ派遣しております。

　引き続き、市町村等へ積極的な活用

を呼びかけてまいります。

	【地域公共交通最適

化推進事業】

長野県地域公共交通

計画（素案）におけ

る観光の取組につい

て

意見 170 　長野県公共交通活性化協議会は令和５年度

に長野県地域公共交通計画（素案）をまとめ

ている。

　「長野県に人を呼び込む諸施策」の観点か

らみると、観光における地域公共交通の諸施

策は、鉄道、バス、タクシーなどの公共交通

事業者の担う役割が大きいと思われる。また、

二次交通の整備など早急に解決できない課題

も多い。

　複数の公共交通事業者が委員として参加し

ている県協議会で協議を行う意義は高いと考

える。観光における地域公共交通のあり方に

ついて、県協議会での検討が進むよう、対応

を図っていくことが望ましい。

　令和６年６月に策定した長野県地域

公共交通計画において、特に高齢者・

高校生・観光客といった自家用車に頼

ることができない方の移動の保証を図

るため、確保すべきサービスの品質を

定めたところであり、今後、10広域圏

ごとに関係者との議論を深め、取組の

具体化を進めてまいります。

	【地域公共交通最適

化推進事業】

意見 170 　令和５年11月時点では、県内77市町村のう

ち 42市町村が地域公共交通計画を作成して

　令和６年度からは地域公共交通計画

に加え、公共交通利用の容易性向上や
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長野県内市町村の地

域公共交通計画の作

成状況について

いる。

　関係者の間で問題点を共有し、役割や目標

を明確にするという意味で地域公共交通計画

を作成することは重要である。大部分の市町

村が地域公共交通については何らかの課題を

抱えていると思われる。少しでも課題解決に

近づくよう、引き続き、市町村の地域公共交

通計画の作成をサポートする必要がある。

円滑化等を図るために策定する利便増

進計画を支援対象といたしました。　　

　今後も引き続き市町村のサポートを

してまいります。

	【地域公共交通最適

化推進事業】

公共交通情報オープ

ンデータにおける市

町村への対応につい

て

意見 171 　素案では、公共交通情報を国が定めるデー

タ形式（GTFS-JP）で整備し、オープンデー

タ化することで、バス路線の情報を経路検索

サービス等で検索できる環境を整備するとし

ている。

　GTFS － JP	データの作成は市町村・バス事

業が行い、オープンデータの維持・管理は、

それを自ら行うことが困難な市町村・交通事

業者については、令和５年度は委託事業者が

一括して更新を行うとしている。

　令和６年度以降もオープンデータの維持・

管理を行う必要があるが、市町村・バス事業

者の負担のあり方は議論を行うとしている。

市町村・バス事業者に過度の負担とならない

よう、また、データの維持・管理が効率的、

効果的に行われるよう対応する必要がある。

　データの維持・管理について、令和

５年度は不明点等を相談することので

きるヘルプデスクの設置を行いまし

た。令和６年度はデータ整備のための

講習会を開催することとしています。

　引き続き、市町村・バス事業者に対

するサポートを継続してまいります。

	【地域公共交通最適

化推進事業】

デマンド交通、定額

タクシーや相乗りタ

クシー、貨客混載な

どの取組について

意見 172 　県協議会でもデマンド交通については深い

協議はなされていない印象を受けた。

　デマンド交通のメリットが拡大する一方

で、複数の圏域で既存の交通事業者に影響を

与えている状況が生じていることを踏まえる

と、県協議会においてデマンド交通と既存の

地域交通の関係を議論する余地はあると考え

る。

　地域公共交通におけるデマンド交通のあり

方についても検討していくことが望ましい。

　第７回長野県公共交通活性化協議

会（令和６年６月）において、デマン

ド交通が交通事業者に与える影響につ

いて、市町村、事業者、業界団体等の

関係者と意見交換を行ったところであ

り、引き続き、地域公共交通における

デマンド交通のあり方について検討し

てまいります。

	【公共交通機関にお

けるキャッシュレス

化推進事業】

交通系ＩＣカードの

全県での普及促進に

ついて

意見 174 　アルピコ交通株式会社、長電バス株式会社

以外のバス事業者への導入を進めることがポ

イントである。また、令和５年度の補助金は

県内に営業所を有する乗合バス事業者を対象

としており、鉄道事業者は対象とされていな

いが、鉄道事業者への導入も課題の一つであ

る。

　全県での早期導入を目指し、令和５年度か

ら令和７年度までの３年間で集中的に支援を

実施するとしているが、速やかに全県での導

入が図られるよう、積極的に対応を図ってい

くことが望ましい。

　地域ごとに市町村・交通事業者と交

通系ＩＣカードの導入に向けた検討会

を開催するなど、導入エリア拡大に向

けた働きかけを行うとともに、現在、

バス事業者にのみ行っている導入費支

援について、地域の面的な導入を進め

るためにも地域鉄道事業者へも拡大す

ることを検討してまいります。

	【鉄道振興対策事業

費】

鉄道駅及び軌道停留

場のバリアフリー化

の状況について

意見 177 　県内の総駅数は 258駅、そのうち段差が解

消されている駅（解消駅）は 64駅、解消駅

数の割合は 24.8％で、これは 47都道府県中

38番目である。県の総駅数は 47都道府県中9

番目、解消駅数は 19番目で、駅が多く、解

消駅数も多い方ではあるが、総駅数に占める

解消駅数の割合は低い。公共交通事業者や地

元市町村と対応を検討していく必要がある。

　鉄道駅及び地域鉄道の利用者の利用

円滑化のための段差解消について、引

き続き公共交通事業者や地元市町村と

連携して着実に取り組んでまいりま

す。

	【信州まつもと空港

活性化事業費】

助成事業における助

成対象経費の消費税

等の取扱いについて

結果

（指摘）

190 　消費税等の取扱いに関する明記が必要と考

えられるにもかかわらず、これが明記されて

いない要綱が６件存在した。一方、実際の運

用面においては、消費税等相当額部分は助成

金の対象から除外される運用となっていた。

この点、要綱上も、消費税等の取扱いに関す

る明記を適切に行うべきであった。

　また、令和５年10月からは適格請求書保存

　当該助成事業については、令和５年

度要綱から消費税等の取扱いに関する

明記を行いました。

　免税事業者等への経過措置について

は、申請事業者が該当するか否かを慎

重に確認してまいります。
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方式（いわゆるインボイス制度）が始まって

いる。免税事業者が適格請求書発行事業者の

登録により課税事業者となった場合の経過措

置（いわゆる２割特例）に助成事業者が該当

するか否か、さらに、免税事業者等からの課

税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割

合を仕入税額として控除できる経過措置が設

けられたことから、助成事業者の対象経費が

この経過措置に該当するか否かなど、助成事

業における取扱いにおいて慎重に確認をして

いく必要がある。

	【信州まつもと空港

活性化事業費】

松本空港の県内各地

域の居住者への訴求

について

意見 191 　中信地区以外の居住者への松本空港の利用

促進は今後の課題である。

　松本空港は、県が設置し管理している県下

唯一の空港である。その運営管理に係る事業

費は、県がこれを負担することにより空港の

維持管理が成り立っていることから、全県下

の居住者が松本空港の恩恵を受けられるよう

な施策、たとえば中信地区以外の地域への集

中的なＰＲや空港アクセスの充実などが望ま

れる。

　県としても中信地区以外、とりわけ

東北信地区の利用者の割合が少ないこ

とは課題と認識しており、令和５年度

に長野駅前ビジョンやしなの鉄道車内

モニターにおいてＰＲ動画の放映を実

施したところです。

　引き続き中信地区以外の居住者の利

用促進を図るため、効果的な事業を検

討・実施してまいります。

	【信州まつもと空港

活性化事業費】

「就航路線の認知度

拡大」事業における

補助事業者からの提

出書類の様式につい

て

意見 192 　公益社団法人ひょうご観光本部との相互送

客事業（SNS 事業等）に関して、「ローカル

エアーで結ぶ地方観光のネットワーク化事

業」の令和４年度連携費用として同観光本部

から 34万円の請求を受けているが、同観光

本部から受領したとされる請求書には押印等

がなされておらず、第三者の模倣が容易な書

式による請求書であり、実際に同観光本部か

ら提出されたことが客観的に証明できないも

のとなっていた。

　一般論として請求書の書式に法律上の決ま

りはないものの、提出された請求書が対象事

業者等から確かに提出されたものであるとい

う客観性が担保できるよう、要綱等で請求書

の様式を定める、あるいは、対象事業者等か

ら提出されたことが客観的に証明できる書式

での提出を求めるなどの対応をとる必要があ

る。

　当該事業については、令和５年度か

ら押印のある請求書を求め、相手事業

者から提出されたことが客観的に分か

るよう対応いたしました。

	【信州まつもと空港

活性化事業費】

県のホームページで

公開されている書類

（PDF 形式）のタイ

トルについて

意見 192 　県のホームページで公開されている松本空

港課のＰＤＦ形式の書類（事業の概要、助成

金交付要綱等）を閲覧すると、一部の書類に

関して、内容に対して適切とはいえないタイ

トルが付されているものが散見される。

　要綱等の書類作成にあたっては他県の優れ

た事例を大いに参考にすべきであると考える

が、要綱等の書類を県のホームページ上で公

開する際には、公開される書類の内容に合っ

た適切なタイトルを設定する必要があり、ま

た、公開前にそれらを確認する体制を構築す

る必要がある。

　県のホームページで公開されている

書類（ＰＤＦ形式）について、適切な

タイトルに変更いたしました。

　加えて、公開前に書類だけでなく、

タイトルについても課内で確認する体

制を整えてまいります。

	【空港管理費】

令和４年度「ハイ

ジャック等防止対策

事業費補助金」に係

る予算編成について

結果

（指摘）

195 　予算編成の際に、補助相当額（42,008千円）

を見積もり、当該見積り額に消費税相当額を

加えて予算要求額（46,209千円）を決定し、

この金額が予算として決議されている。一方、

対象の事業者に対しては、消費税を乗じる前

の金額（42,008千円）を令和４年3月30日に

内示している。予算編成時において、消費税

相当額を予算に含めるべきか否かの検討が不

十分であったと思われる。

　なお、当該補助金を規定する「松本空港ハ

イジャック等防止対策事業費補助金交付要

綱」において、消費税相当額が補助金に含ま

　当該補助金については、令和５年度

予算編成時から、見積り額から消費税

相当額を除いた額を予算額としており

ます。併せて、交付要綱に消費税等の

取扱いに関する明記がないことから、

今年度中に要綱の見直しを進めてまい

ります。
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れるか否かは明記されていない。今後の予算

編成において留意するとともに、要綱の見直

しが必要である。

	【空港管理費】

着陸料免除の出口戦

略について

意見 195 　松本空港と国内の他の地点との間において

航行する航空機については、着陸料が免除さ

れている。

　他の地方管理空港について見てみると、一

部減免、時限的な減免、新規路線開通時の時

限的免除などの事例が見られるが、着陸料の

全額免除をしている地方管理空港の例は見当

たらない。

　現行の着陸料免除の規定はあくまで「当分

の間」の措置であって、着陸料免除の規定に

関する一定の出口戦略（期限・条件の設定等）

の検討は必要と考える。

　航空会社に対する着陸料の減免は過

去からの経緯に基づくものであり、コ

ロナ禍以降赤字が続いている航空会社

の経営状況を見極めながら取扱いを検

討する必要があります。

　また、世界的に航空機や人員が不足

している中、地方空港間での誘致合戦

も激しくなっているため、他空港（自

治体）の利用促進策（助成金）や空港

施設の整備・更新投資などを総合的に

勘案したうえで、航空会社とも連携を

密にしながら着陸料の取扱いを検討し

てまいります。

	【移住・交流推進事

業費】

事業者への委託に関

する再委託の取扱い

について

結果

（指摘）

201 　「空き家ＤＩＹイベント開催支援」業務に

関して、第三者へ事業の一部を再委託してい

るが、これに関しては委託契約書に従い委託

者たる県に文書で協議を申し出ており、県も

再委託を承諾している。一方、「情報発信の

実施」やこれに関連する業務についても受託

者とは異なる別の個人や法人がその役割を担

うこととなっているが、協議のための文書は

県に提出されておらず、委託契約書第15条に

違反する状態になっているように見受けられ

る。

　仕様書上、協議が必要な再委託と協議が不

要な再委託が明確に区分定義されておらず、

この点を明確にしておく必要がある。

　仕様書上で、企画・運営業務の再委

託は要協議、企画・運営業務に付随す

る情報発信業等の業務の外部発注は協

議不要と明記いたしました。

	【移住・交流推進事

業費】

業務仕様書上求めら

れている書類が未提

出であることについ

て

意見 202 　業務仕様書によれば、受託者は当該業務報

告として、(1) 相談受付カード、(2) 業務状

況報告書、(3) 業務日誌、(4) 業務状況一覧

を毎月県に提出することとされている。しか

しながら (1) 相談受付カードについては、県

に提出されていなかった。

　(1) に記載された内容は、(2)、(3)、(4)

に要点を抜粋して記載されているため、これ

らの書類のみでも相談者の相談内容や、受託

者の業務が適正になされていることは確認で

きるとのことである。

　(1) についても書類の提出を受託者に求め

るか、(2)、(3)、(4) のみで県の監督責任が

果たせるということであれば、業務仕様書を

改訂し (1) の書類は提出を求めないこととす

る等の対応を図ることが望ましい。

　業務仕様書を見直し、相談受付カー

ドの提出は求めないことといたしまし

た。

	【移住・交流推進事

業費】

SuuHaa に掲載され

る県関係サイトのリ

ンク集のメンテナン

スについて

意見 202 　県への移住検討・関心層のうち、特に 20

～ 30歳代の年齢層をターゲットとした記事

コンテンツを制作し、これを長野県移住総合

Ｗｅｂサイト「SuuHaa」に掲載して広く発信

している。

　「SuuHaa」は、移住に関する様々な県の関

連サイト（「移住に役立つサイト」）へリンク

するためのポータルサイトとしても機能して

いるが、令和５年10月11日現在、いわゆる「リ

ンク切れ」になっているサイトが計５件確認

された。

　県の移住施策に関してのポータルサイト的

な立ち位置であり多くの移住希望者の目に触

れることとなることなどから、今後も定期的

なメンテナンスを行っていくことが望まし

い。

　リンク切れが発生しないよう、定期

的なメンテナンスを行ってまいりま

す。
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	【文化施設管理運営

事業】

ホクト文化ホール（長

野県県民文化会館）

の駐車場問題につい

て

意見 208 　人を呼び込む観点からは、	会場に観客が集

まる際の駐車場についての投資を検討する必

要があると考える。

　問題の認識・検討を行っているが、将来的

に駐車場の有料化、周辺の民間駐車場との連

携、また、ＪＲ長野駅に近い立地から、公共

交通機関の利用等で、混雑緩和を図り、利便

性の向上に努める必要がある。

　駐車場の混雑緩和については、利用

者への公共交通機関利用の呼びかけ、

周辺の有料駐車場への案内、駐車場誘

導員の配置等により対応しておりま

す。また、新たに駐車場の混雑状況の

案内表示等を設置するなど、混雑緩和

に向けた取組を引き続き検討してまい

ります。

	【文化施設管理運営

事業】

ホクト文化ホール（長

野県県民文化会館）

の利用料比較につい

て

意見 208 　利用料見直しによるホールの利用率への影

響も考慮する必要はあるが、5,000円を超え

る入場料を徴収する場合のホール利用料につ

いて検討の余地があると考えられる。

　経営基盤の強化は、広域的な文化振興を担

う地域の文化拠点施設として、県民が様々な

文化芸術に親しむ機会や、文化芸術の発信を

行う場の確保を図るために重要である。今後

も他の公立ホールの利用率や収益を増やすた

めの工夫なども参考にしながら、さらなる経

営基盤の強化に努めていくことが望まれる。

　ホールの利用料については、受益者

負担の適正化を図るため、令和６年４

月１日に改定を行いました。改定にあ

たっては、大規模改修による利便性の

向上、近年の物価、人件費等の高騰、

また全国類似施設の利用料金との均衡

を考慮し見直しを実施しております。

　今後も引き続き受益者負担の適正化

を図るとともに、ホール利用率の向上

に向けた取組に努めてまいります。

※１【補助金における消費税相当額返還の取扱いについて】において、教育委員会事務局「文化財総合対策事業補助金」に関する監

査意見については、県の組織改正に伴い所管が県民文化部となったことから、県民文化部で措置を講じております。
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